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ワシントン条約第１３回締約国会議の結果概要 

 

１．日時：平成１６年１０月２日（土）－１４日（木） 

２．場所：バンコク（タイ） 

３．出席国等：全締約国１６６ヵ国のうち１５２ヵ国が参加。 

４．我が国からの出席者 

  環境省（名執野生生物課長他２名）、外務省、水産庁、経済産業

係省庁の関係者等が出席した。 

 

５．主な討議事項 

（１）アフリカゾウ関係 
（ⅰ）ＭＩＫＥ(ゾウ原産国の違法捕殺監視システム)とＥＴＩＳ（ゾ

取引情報システム）の報告から、中央アフリカで密猟が起こり、取

できていないエチオピアやナイジェリアで違法取引が行われてい

明らかになった。またＥＴＩＳの結果から過去の締約国会議での南

カ個体群のダウンリスティング及び１回限りの象牙の国際取引の

法取引の変化との間に顕著な関係は認められないことが明らかにな

（ⅱ）ナミビアによる自国個体群（附属書Ⅱ）に関する注釈改正（年

の輸出割当（生牙）、商業目的での象牙加工品の取引、商業目的で

製品の取引） 

   第１委員会での議論の結果、革と毛製品の商業的取引について

象牙加工品の商業的取引については否決、前回締約国会議で承認

回限りの象牙輸出（１０ｔ）の１年後以降、年間２０００ｋｇの

出割当を設定することについては否決された。 

   その後、全体会合において象牙加工品に関して再審議が行われ

目的での取引とした修正提案が承認された。 

（ⅲ）南アフリカによる自国個体群（附属書Ⅱ）に関する注釈改正（

での革製品の取引） 

   第１委員会での議論の結果承認された。 

 

（２）その他陸上動物関係 

（ⅰ）コバタンのアップリスティング（附属書Ⅱ→Ⅰ）提案（インド

フジイロボウシインコのアップリスティング（附属書Ⅱ→Ⅰ）提

シコ）、クモノスガメのアップリスティング（附属書Ⅱ→Ⅰ）提案

スカル） 

   第１委員会での議論の結果、承認された。 
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（ⅱ）ニシクイガメ、ムツイタガメ、インドシナオオスッポン、スッポンモド

キ、マコードナガクビガメの附属書Ⅱ掲載提案（米国及びインドネシア）、ヘ

ラオヤモリ属の附属書Ⅱ掲載提案（マダガスカル） 

  第１委員会での議論の結果、承認された。 

 
（３）クジラ関係 

（ⅰ）我が国による鯨類資源のＣＩＴＥＳ附属書掲載とＩＷＣに関する決議案 

  第１委員会における議論の結果否決された。 

（ⅱ）我が国による北半球ミンククジラのダウンリスティング（Ⅰ→Ⅱ）提案 

  第１委員会における議論の結果否決された。 

その後、全体会合において我が方より再審議を求めたが、再審議に必要な

有効投票総数の３分の１の支持を得られず、再審議に至らなかった。 

 

（４）その他水産関係 

（ⅰ）ホホジロザメの附属書Ⅱ掲載提案（豪州及びマダガスカル） 

  第１委員会において承認された。 

（ⅱ）カワゴンドウ（イラワジイルカ）のアップリスティング（附属書Ⅱ→Ⅰ）

提案（タイ） 

   第１委員会での議論の結果、承認された。 
なお、当該種については科学的データが不十分であり、国際取引が種の存

続を脅かしているといえないため、我が国、ノルウェー他が反対したが、票

決により採択された。  

（ⅲ）「海からの持ち込み」の解釈と実施に関する決議案（米国） 

ＣＩＴＥＳにおいて、公海漁業の陸揚げ規制を意図する本提案に対し、Ｆ

ＡＯや地域漁業管理機関に検討を委ねるべきとの主張を行った結果、ＦＡＯ

も参加の上で、今後検討するとの内容に変更され、合意された。 

 

（５）植物関係 

アジアのイチイ種の附属書Ⅱ掲載提案（米国及び中国）、ラミンの附属書Ⅱ掲

載提案（インドネシア） 

第１委員会での議論の結果、承認された。 

 

（６）附属書掲載基準の見直し 

 第１委員会での審議の結果、採択された。我が国がこれまで主張してきたこ

とのほとんどが反映された結果となった。 

 

（７）条約の適正な執行のための決議等の見直し 
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第２委員会において、条約の適正な執行を行うため輸出許可等の規定を定め

た決議等の改正に関する審議が行われた。これらの検討結果を受け、我が国と

しても以下の項目を中心に輸出入管理に関する必要な諸規定の改正を行い、適

切な貿易管理を行うこととする。 

（ⅰ）締約国の管理当局が行うＣＩＴＥＳ許可書発給事務の合理化（サンプル

品等）。 

（ⅱ）締約国管理当局が実施すべき事項の見直し・合理化（各種報告書等の提 

出）。 

（ⅲ）ＣＩＴＥＳ許可書発給の適正化（ソースコード、輸出割当の設定等事務 

の適正化）。 

 

（８）違法取引に対する国際協力 

 条約の対象となる動植物の国際違法取引について、国内取締関係当局（税関、

警察）と連携を図りこれに適切に対応することはもとより、輸出国捜査当局及

び国際関係機関（ICPO）等とも情報提供等の協力を促進し、違法取引の防止を

図ることとなった。 

 

 (９)持続可能な利用の原則及びガイドライン 

 生物多様性条約（ＣＢＤ）においては第２条で生物多様性の「持続可能な利

用」が定義され、また、同第７回締約国会議（ＣＯＰ７）で生物多様性の持続

可能な利用に関する「アジス・アベバ原則・ガイドライン」が採択された。本

ガイドラインの概念は、ＣＩＴＥＳの第４条の履行（附属書Ⅱ掲載種の輸出は

当該種の存続を脅かさない場合に限り許可する等）に活用できるものと考えら

れるが、各国から賛否の意見が述べられた。今次会合では、締約国に向けた決

議、事務局及び動植物委員会に向けた決定が採択された。 

 

 

６．その他 

（１）常設委員会のアジア地域代表等が改選され、我が国は、マレーシア（留 
任）及び中国（再選）とともに、アジア地域の新地域代表に選出された。ま

た、常設委議長にはチリが就任した。 
 
（２）次回（第１４回）締約国会議は２００７年にオランダで開催されること

が決定した。 
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